
サステナビリティ経営 ガバナンス

マテリアリティ コンプライアンスの徹底

　当社は、持続可能な社会に貢献し、「社会に必要な企業」
であり続けるためには、社会からの信用を獲得すること
が必要不可欠であると考え、経営の基本方針の中にコン
プライアンスの重視を掲げています。各国の法令、社会的
規範や当社社内規程に則った事業活動を行っていくた
め、役員および従業員が遵守すべき行動の指針を「業務行
動規準」に定め、コンプライアンスに関する諸規程や内部
通報制度、コンプライアンス委員会、公正取引監察委員会
を含む推進体制を整備・運用しています。

　当社は、「コンプライアンス委員会」と「公正取引監察委
員会」を設置、運営し、両委員会の活動を軸にコンプライ
アンスを推進する体制を構築しています。（両委員会の活
動の内容の詳細はP.75）
　両委員会での取り組みのほか、法務部では、コンプライ
アンスに係る教育・啓発活動として、役員、従業員への階
層別、テーマ別の各種研修を随時実施しています。また、
国内のコンプライアンス推進活動管理者向けの集合研修
会を年1回開催し、重要課題に関する情報共有や意見交
換を行うことで、各事業所での推進活動の充実化を図る
とともに、各事業所での取り組みに対する支援を行って
います。さらに、贈収賄防止の取り組みといったグローバ
ルなコンプライアンスリスクへの対応については、海外5
地区の総支配人室に設置している企画・内部統制部や海
外地区の法務・コンプライアンス担当者と定期的に情報・
意見交換を行い、活動内容の相互確認や新たな課題設定
を行っています。

社内風土に関する調査の実施

　また、独禁法遵守活動の統括部署である法務部内に公
正取引推進グループを設置しており、同グループは公正
取引監察委員会の指示のもと、国内の関連部門に対する
教育、指導、監査などを実施するとともに、海外子会社に
ついては、総支配人室 企画・内部統制部と連携して独禁
法遵守活動の実施状況を管理しています。

　当社グループは、2018年3月期より不正防止活動の一
環として、関係会社社長のコンプライアンスに関する姿
勢と組織風土について、従業員の評価を調査しています。
　企業内における不正は、動機・プレッシャー、機会、正当
化のトライアングルが成立した場合に発生確率が高くな
ると言われており、規則・ルールや罰則の整備を進めると
同時に、組織風土および環境の整備も重要なため、従業員
の評価を通して、関係会社の組織風土の変化を定期的に
確認しています。
　本調査結果は、関係会社社長に対して公開することで、
常に社内や本社から見られているという意識づけによる

「不正を起こす気にさせない」風土づくりと、従業員との
より良い関係づくりに活用しています。
　2023年3月期は、社長交代などがあった関係会社12社

（国内6社、海外6社）の従業員約680名を対象に、調査を実
施しました。
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■ 体制図

コンプライアンスに対する基本的な考え方

推進体制
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公正取引監察委員会

NTNグループの会社の役員、従業員、取引先さまなど

社内相談窓口 社外相談窓口

贈収賄防止の取り組み
国内における取り組み
　当社では、日本および海外各国の贈収賄関連法令、社
会規範を踏まえた社内規程類を整備し、運用しています。
社内規程類では、国内外の公務員や取引先さまとの贈収
賄を禁止するだけでなく、役員・従業員による財物・利益
の提供に関するルールと手続き、ビジネスパートナーを
介した贈収賄を防止するためのルールと手続きを定めて
います。また、民間の企業間の財物・利益の授受を規制す
る国もある中、役員・従業員による収賄を防止するととも
に、公正な取り引きの徹底と、役員・従業員による利益相
反行為の防止を図るため、財物・利益の受領に係るルール
と手続きを定め、取引先さまからの接待・贈答などは原則
としてお受けしないこととしています。社内規程類の内
容については、社内研修やeラーニングなどで啓発活動を
行うとともに、贈収賄防止規程類に関する自己監査を年
に1回実施し、周知徹底しています。また国内子会社にお
いては、当社の方針と整合性を取りながら、各社版の規程
類を整備し、運用しています。

海外における取り組み
　海外においては、国ごとの関連法令や社会規範を踏ま
えた各国版の社内規程類を整備、運用しており、それらに
係る監査活動も随時実施しています。法務部では定期的
に各地区の総支配人室 企画・内部統制部と双方の関連す
る取り組みについての情報共有や意見交換を行いなが
ら、当社グループ全体で贈収賄を防止する体制を維持・管
理しています。

独占禁止法遵守の取り組み
　当社は、独禁法違反をグループ全体のリスクととらえ
ており、独禁法遵守の徹底のため、法務部および各地区の
企画・内部統制部が、各地区の法律や環境に合致した独禁
法遵守に関する研修や啓発活動を実施しています。
　また、役員・従業員に対して、展示会や会合などいかな
る場合においても競合他社と接触する可能性のある場合
は、事前申請・事後報告を行うよう義務づけており、接触
状況を把握できる体制を構築しています。さらに、毎年自
己監査や内部監査を実施し、監査結果を踏まえ、各部署が
主体的に改善策を立案・実施することで、遵守体制の強化
に努めています。
　今後も引き続き研修内容などの充実を図り、役員・従業
員の啓発を通じて、公正で自由な競争の実現を図ります。

ヘルプライン（内部通報制度）の運用と
周知活動
　国内では、法令や業務行動規準、社内規程に違反する
行為に関する相談を広く受け付ける窓口として「ヘルプ
ライン（内部通報制度）」を社内・社外に設置し、運用して
います。窓口には、ハラスメントを含む労働関係法令や社
内規程違反などが疑われる事案の相談が寄せられ、「ヘル
プライン管理規程」に基づいて、守秘義務や、相談者や調
査協力者に対する不利益な取り扱いの禁止などのルール
を遵守して調査対応を行っています。各種コンプライア
ンス研修での紹介や業務行動規準ガイドブックへの掲載

を通してヘルプラインについて周知を行い、違反行為の
通報手段としてだけでなく、業務行動規準遵守に関する
疑問、意見、不満を述べる手段、会社と役員、従業員および
取引先さまとの良好な関係を維持する手段として活用で
きる体制を整備しています。2022年には、改正公益通報
者保護法の施行にあわせて「ヘルプライン管理規程」を改
定し、保護対象者の拡大や保護の強化など、法の趣旨に沿
った運用を行っています。また海外においても、各地区の
ニーズと実情にあわせて地区ごとの内部通報制度を順次
整備・運用しています。

「コンプライアンスの徹底」に関するそのほかの取り組みは、
Webサイトをご参照ください。
https://www.ntn.co.jp/japan/csr/governance/compliance.html
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